
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

平

成

二

十

六

年

度

前

期

技

能

検

定

試

験

の

実

施

労

働

雇

用

政

策

課

○

平

成

二

十

六

年

度

技

能

検

定

試

験

（

随

時

実

施

〃

担

当

課

（

室

）

分

）

の

実

施

目

次

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

規

則

】

○

岡

山

県

建

築

基

準

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

建

築

指

導

課

○

〃

〃

す

る

規

則

○

〃

〃

【

人

事

委

員

会

】

（

県

例

規

集

登

載

）

○

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

人

事

委

員

会

【

告

示

】

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

地

方

分

権

推

進

課

規

則

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

○

住

居

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

〃

○

技

能

検

定

試

験

手

数

料

の

金

額

の

一

部

改

正

労

働

雇

用

政

策

課

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

単

身

赴

任

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

〃

○

救

急

病

院

の

指

定

医

療

推

進

課

す

る

規

則

○

〃

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

都

市

計

画

下

水

道

の

事

業

計

画

の

変

更

認

可

都

市

計

画

課

○

〃

〃

【

公

告

】

○

国

土

調

査

の

成

果

の

認

証

県

民

生

活

交

通

課

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

平成２６年３月２５日 第１１５７０号



◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
五
号

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

緩
和
の
適
用
条
項

様
式
第
一
号
の
二
中

を

□
政
令
第

条
の
２
第
１
号

基
準
時
の
１
／
２
以
下
（

1
3
7

）

□
政
令
第

条
の
２
第
２
号

基
準
時
の
１
／

以
下
か
つ

㎡
以
下

（

1
3
7

）

2
0

5
0

」

「

緩
和
の
適
用
条
項

1
3
7

（

）

□
政
令
第

条
の
２
第
１
号

構
造
上
一
体

、「

」

「

」

。

□
政
令
第

条
の
２
第
２
号

Ｅ
Ｘ
Ｐ

Ｊ
1
3
7

（

）

．

等
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法

伝
達
し
な
い

伝
え
な
い

に

を

に
改
め
る

1
37

（

）

□
政
令
第

条
の
２
第
３
号

基
準
時
の
１
／
２
以
下

1
3
7

（

2
0

50

）

□
政
令
第

条
の
２
第
４
号

基
準
時
の
１
／

以
下
か
つ

㎡
以
下

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
四
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

等
の
名
称
等
の
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
総
合
政
策
局
の
部
を
削
る
。

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
五
号

平
成
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
一
号
（
技
能
検
定
試
験
手
数
料
の
金
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
な
お
、
同
日
前
か
ら
引
き
続
き
学
校
教
育
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
高
等
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
（
岡
山
県
外
に
設
置
さ

れ
て
い
る
同
法
に
基
づ
く
高
等
学
校
に
在
学
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
岡
山
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

に
限
る
。
）
は
、
改
正
後
の
平
成
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
百
七
十
一
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
告
示

実
技
試
験
手
数
料
金
額
の

に
規
定
す
る
特
定
高
校
生
と
み
な
す
。

（６）

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

実
技
試
験
手
数
料
金
額
の

の
表
中
「
一
六
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
実

（１）

技
試
験
手
数
料
金
額
の

の
表
中
「
高

校

生
」
を
「
特
定
高
校
生
」
に
、
「
八
、
三
〇
〇
円
」
を

（２）

「
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
九
〇
〇
円
」

を
「
七
、
五
〇
〇
円
」
に

「
一
三
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
九
〇
〇
円
」
に

「
六
、
一
〇
〇
円
」

、

、

を
「
六
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
三
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
実
技
試
験
手

数
料
金
額
の

の
表
中
「
高

校

生
」
を
「
特
定
高
校
生
」
に
、
「
五
、
五
〇
〇
円
」
を
「
六
、
〇

（３）

〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
六
〇
〇
円
」
を
「
五
、

〇
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
一
〇
〇
円
」
を
「
九
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
一
〇
〇
円
」
を
「
四
、
四

〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
一
〇
〇
円
」
を
「
八
、
七
〇
〇
円
」
に
改
め
、
実
技
試
験
手
数
料
金
額
の

中
（４）

「
知
事
は
、
」
の
下
に
「
高
等
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く

高
等
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
徒
（
岡
山
県
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
高
等
学
校
に
在
学
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
岡
山
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。

及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」
を

（４）

（６）

、「

」

「

」

、

「

」

加
え

高
校
生
に

を

当
該
生
徒
に

に
改
め

実
技
試
験
手
数
料
金
額
の

イ
中

高
校
生
が

（４）

を
削
り
、
実
技
試
験
手
数
料
金
額
の

ロ
中
「
高
校
生
と
」
を
「
当
該
生
徒
と
」
に
、
「
高
校
生
の
」

（４）

を

生
徒
の

に
改
め

岡
山
県
立
高
等
学
校
の

を
削
り

実
技
試
験
手
数
料
金
額
の

ハ
中

高

「

」

、「

」

、

「

（４）

校
生
と
」
を
「
当
該
生
徒
と
」
に
、
「
高
校
生
の
」
を
「
生
徒
の
」
に
改
め
、
実
技
試
験
手
数
料
金
額

の

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（４）

在
校
生
に
つ
い
て

（５）

及
び

の
「
在
校
生
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

（２）

（３）

イ

公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
、
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
若
し
く
は
職
業
能
力
開
発
大
学
校

の
訓
練
生
又
は
認
定
職
業
訓
練
施
設
の
訓
練
生
（
就
職
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
又
は
専
門
短
期
課
程
若
し
く
は
応
用
短
期
課
程
の
高
度
職
業
訓
練

を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。

ロ

高
等
学
校
又
は
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
大
学
、
短
期
大
学
、

高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
の
生
徒
又
は
学
生

ハ

そ
の
他
知
事
が
認
め
る
者

特
定
高
校
生
に
つ
い
て

（６）

及
び

の
「
特
定
高
校
生
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

（２）

（３）

イ

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
五

条
第
一
項
の
受
給
権
者
で
あ
る
高
等
学
校
の
生
徒

ロ

前
期
技
能
検
定
試
験
を
受
検
す
る
高
等
学
校
の
第
一
学
年
の
生
徒

ハ

そ
の
他
知
事
が
認
め
る
者

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
六
号

次
の
病
院
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
救
急
病
院
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

真
庭
市
国
民
健
康
保
険
湯
原
温
泉
病
院

所
在
地

真
庭
市
下
湯
原
五
六

名

称

総
合
病
院
津
山
第
一
病
院

所
在
地

津
山
市
中
島
四
三
八

二

有
効
期
限

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
七
号

次
の
病
院
は
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
救
急
病
院
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

岡
山
中
央
病
院

所
在
地

岡
山
市
北
区
伊
島
北
町
六

三

－

二

有
効
期
限

平
成
二
十
九
年
四
月
三
十
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
南
広

域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
及
び
鴨
方
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可

し
た
。平

成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

浅
口
市

岡
山
県
南
広
域
都
市
計

平
成
六
年
三
月
一
日
か
ら

収
用
の
部
分

画
下
水
道
事
業

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十

変
更
な
し

浅
口
市
公
共
下
水
道

一
日
ま
で

使
用
の
部
分

該
当
な
し

浅
口
市

鴨
方
都
市
計
画
下
水
道

平
成
七
年
三
月
十
七
日
か

収
用
の
部
分

事
業

ら

変
更
な
し

浅
口
市
公
共
下
水
道

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十

使
用
の
部
分

一
日
ま
で

該
当
な
し

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
和
気
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

和
気
町

和
気
都
市
計
画
下
水
道

昭
和
五
十
一
年
二
月
十
三

収
用
の
部
分

事
業

日
か
ら

変
更
な
し

和
気
町
公
共
下
水
道

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十

使
用
の
部
分

一
日
ま
で

な
し

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



〔
一
二
八
〕
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

認

証

年

月

日

調
査
を
行
っ

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

た

地

域

浅

口

市

平
成
二
十
四
年
四
月

浅
口
市

寄
島
町
の
一

平
成
二
十
六
年
三
月
十
八

～

地
籍
図
及
び

部

日

平
成
二
十
五
年
十
一

地
籍
簿

月

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



〔
一
二
九
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

（
仮
称
）
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
浅
口
店

所
在
地

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
一
三
三
一
番
一
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

住
所

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
一
八
番
二
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

原
田

健

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

者
の
氏
名

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

（
変
更
前
）
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
一
三
番
一
号

（
変
更
後
）
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
一
八
番
二
号

４

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
十
七
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



〔
一
三
〇
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ハ
ピ
ー
ズ
井
原
店

所
在
地

井
原
市
西
江
原
町
字
柳
ヶ
坪
一
一
三
四
番
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

住
所

岡
山
市
北
区
岡
町
一
三
番
一
六
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

伊
原
木
省
五

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

(1)

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

（
変
更
前
）
代
表
取
締
役
社
長

橋
本

和
雄

（
変
更
後
）
代
表
取
締
役
社
長

伊
原
木
省
五

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

(2)

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

（
変
更
前
）
代
表
取
締
役
社
長

橋
本

和
雄

（
変
更
後
）
代
表
取
締
役
社
長

伊
原
木
省
五

４

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
七
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



〔
一
三
一
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ハ
ピ
ー
ズ
笠
岡
美
の
浜
店

所
在
地

笠
岡
市
緑
町
五
番
五

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

住
所

岡
山
市
北
区
岡
町
一
三
番
一
六
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

伊
原
木
省
五

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

(1)

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

（
変
更
前
）
代
表
取
締
役
社
長

橋
本

和
雄

（
変
更
後
）
代
表
取
締
役
社
長

伊
原
木
省
五

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

(2)

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

（
変
更
前
）
代
表
取
締
役
社
長

橋
本

和
雄

（
変
更
後
）
代
表
取
締
役
社
長

伊
原
木
省
五

４

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
七
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



〔
一
三
二
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ポ
ル
カ

所
在
地

高
梁
市
中
原
町
一
〇
八
五
番
地
の
一
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

(1)

住
所

岡
山
市
北
区
岡
町
一
三
番
一
六
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

伊
原
木
省
五

名
称

協
同
組
合
ポ
ル
カ

(2)

住
所

高
梁
市
中
原
町
一
〇
八
四
番
地
の
一

代
表
者
の
氏
名

代
表
理
事

安
藤

建
司

名
称

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

(3)

住
所

島
根
県
益
田
市
下
本
郷
町
二
〇
六
番
地
五

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

飯
塚

正

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

(1)
（
変
更
前
）

ア

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

住
所

岡
山
市
北
区
岡
町
一
三
番
一
六
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

橋
本

和
雄

イ

名
称

協
同
組
合
ポ
ル
カ

住
所

高
梁
市
中
原
町
一
〇
八
四
番
地
の
一

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



代
表
者
の
氏
名

代
表
理
事

安
藤

建
司

ウ

名
称

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

住
所

島
根
県
益
田
市
下
本
郷
町
二
〇
六
番
地
五

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

飯
塚

正

（
変
更
後
）

ア

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

住
所

岡
山
市
北
区
岡
町
一
三
番
一
六
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

伊
原
木
省
五

イ

名
称

協
同
組
合
ポ
ル
カ

住
所

高
梁
市
中
原
町
一
〇
八
四
番
地
の
一

代
表
者
の
氏
名

代
表
理
事

安
藤

建
司

ウ

名
称

株
式
会
社
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

住
所

島
根
県
益
田
市
下
本
郷
町
二
〇
六
番
地
五

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

飯
塚

正

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

(2)

（
変
更
前
）
届
出
書
別
紙
一
に
記
載
の
と
お
り

（
変
更
後
）
届
出
書
別
紙
二
に
記
載
の
と
お
り

４

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
七
日
ほ
か

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号



〔
一
三
三
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

リ
ブ
総
社
店

所
在
地

総
社
市
門
田
字
元
屋
敷
一
八
七
番
地
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

(1)

住
所

岡
山
市
北
区
岡
町
一
三
番
一
六
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

伊
原
木
省
五

名
称

協
同
組
合
リ
ブ

(2)

住
所

総
社
市
門
田
一
八
七
番
地

代
表
者
の
氏
名

代
表
理
事

永
田

真
一

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

(1)
（
変
更
前
）

ア

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

住
所

岡
山
市
北
区
岡
町
一
三
番
一
六
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

橋
本

和
雄

イ

名
称

協
同
組
合
リ
ブ

住
所

総
社
市
門
田
一
八
七
番
地

代
表
者
の
氏
名

代
表
理
事

永
田

真
一

（
変
更
後
）

ア

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア
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住
所

岡
山
市
北
区
岡
町
一
三
番
一
六
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

伊
原
木
省
五

イ

名
称

協
同
組
合
リ
ブ

住
所

総
社
市
門
田
一
八
七
番
地

代
表
者
の
氏
名

代
表
理
事

永
田

真
一

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

(2)

（
変
更
前
）
届
出
書
別
紙
一
に
記
載
の
と
お
り

（
変
更
後
）
届
出
書
別
紙
二
に
記
載
の
と
お
り

４

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
七
日
ほ
か

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
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〔
一
三
四
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

天
満
屋
ハ
ピ
ー
タ
ウ
ン
鴨
方
店

所
在
地

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
字
小
山
城
北
二
一
二
八
番
一
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

住
所

岡
山
市
北
区
岡
町
一
三
番
一
六
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役
社
長

伊
原
木
省
五

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

(1)

株
式
会
社
天
満
屋
ス
ト
ア

（
変
更
前
）
代
表
取
締
役
社
長

橋
本

和
雄

（
変
更
後
）
代
表
取
締
役
社
長

伊
原
木
省
五

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

(2)

（
変
更
前
）
届
出
書
別
紙
一
に
記
載
の
と
お
り

（
変
更
後
）
届
出
書
別
紙
二
に
記
載
の
と
お
り

４

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
七
日
ほ
か

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間
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平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
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〔
一
三
五
〕
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
度
前
期
技
能
検
定
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

実
施
す
る
検
定
職
種
及
び
そ
の
等
級

１

一
級
及
び
二
級

職

種

作

業

園
芸
装
飾

室
内
園
芸
装
飾
作
業

造
園

造
園
工
事
作
業

鋳
造

鋳
鉄
鋳
物
鋳
造
作
業

金
属
熱
処
理

一
般
熱
処
理
作
業
、
浸
炭
・
浸
炭
窒
化
・
窒
化
処
理
作
業
、
高
周
波

・
炎
熱
処
理
作
業

粉
末
冶
金

焼
結
作
業

機
械
加
工

普
通
旋
盤
作
業
、
数
値
制
御
旋
盤
作
業
、
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業
、
数
値

制
御
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業
、
平
面
研
削
盤
作
業
、
円
筒
研
削
盤
作
業
、

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
作
業

放
電
加
工

数
値
制
御
形
彫
り
放
電
加
工
作
業
、
ワ
イ
ヤ
放
電
加
工
作
業

金
属
プ
レ
ス
加
工

金
属
プ
レ
ス
作
業

鉄
工

製
缶
作
業
、
構
造
物
鉄
工
作
業

建
築
板
金

内
外
装
板
金
作
業
、
ダ
ク
ト
板
金
作
業

工
場
板
金

曲
げ
板
金
作
業
、
打
出
し
板
金
作
業

め
つ
き

電
気
め
つ
き
作
業

仕
上
げ

治
工
具
仕
上
げ
作
業
、
金
型
仕
上
げ
作
業
、
機
械
組
立
仕
上
げ
作
業

切
削
工
具
研
削

工
作
機
械
用
切
削
工
具
研
削
作
業

ダ
イ
カ
ス
ト

コ
ー
ル
ド
チ
ャ
ン
バ
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業

電
子
機
器
組
立
て

電
子
機
器
組
立
て
作
業

電
気
機
器
組
立
て

配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
作
業

産
業
車
両
整
備

産
業
車
両
整
備
作
業
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建
設
機
械
整
備

建
設
機
械
整
備
作
業

婦
人
子
供
服
製
造

婦
人
子
供
注
文
服
製
作
作
業

家
具
製
作

家
具
手
加
工
作
業
、
家
具
機
械
加
工
作
業

建
具
製
作

木
製
建
具
手
加
工
作
業
、
木
製
建
具
機
械
加
工
作
業

印
刷

オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
作
業

プ
ラ
ス
チ
ツ
ク
成
形

射
出
成
形
作
業

強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

手
積
み
積
層
成
形
作
業

石
材
施
工

石
張
り
作
業
、
石
積
み
作
業

と
び

と
び
作
業

左
官

左
官
作
業

築
炉

築
炉
作
業

ブ
ロ
ッ
ク
建
築

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
作
業

タ
イ
ル
張
り

タ
イ
ル
張
り
作
業

畳
製
作

畳
製
作
作
業

防
水
施
工

ウ
レ
タ
ン
ゴ
ム
系
塗
膜
防
水
工
事
作
業
、
ア
ク
リ
ル
ゴ
ム
系
塗
膜
防

水
工
事
作
業
、
シ
ー
リ
ン
グ
防
水
工
事
作
業
、
Ｆ
Ｒ
Ｐ
防
水
工
事
作

業

内
装
仕
上
げ
施
工

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
床
仕
上
げ
工
事
作
業
、
木
質
系
床
仕
上
げ
工
事
作

業
、
鋼
製
下
地
工
事
作
業
、
ボ
ー
ド
仕
上
げ
工
事
作
業

熱
絶
縁
施
工

保
温
保
冷
工
事
作
業

サ
ッ
シ
施
工

ビ
ル
用
サ
ッ
シ
施
工
作
業

化
学
分
析

化
学
分
析
作
業

表
装

壁
装
作
業

塗
装

建
築
塗
装
作
業
、
金
属
塗
装
作
業

広
告
美
術
仕
上
げ

広
告
面
粘
着
シ
ー
ト
仕
上
げ
作
業

写
真

肖
像
写
真
デ
ジ
タ
ル
作
業

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

フ
ラ
ワ
ー
装
飾
作
業

２

単
一
等
級
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職

種

作

業

製
麺

手
延
べ
干
し
麺
製
造
作
業

塗
料
調
色

調
色
作
業

産
業
洗
浄

高
圧
洗
浄
作
業

３

三
級

職

種

作

業

園
芸
装
飾

室
内
園
芸
装
飾
作
業

造
園

造
園
工
事
作
業

鋳
造

鋳
鉄
鋳
物
鋳
造
作
業

金
属
熱
処
理

一
般
熱
処
理
作
業
、
浸
炭
・
浸
炭
窒
化
・
窒
化
処
理
作
業
、
高
周
波

・
炎
熱
処
理
作
業

機
械
加
工

普
通
旋
盤
作
業
、
数
値
制
御
旋
盤
作
業
、
フ
ラ
イ
ス
盤
作
業
、
平
面

研
削
盤
作
業
、
マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
作
業

工
場
板
金

曲
げ
板
金
作
業
、
打
出
し
板
金
作
業

め
つ
き

電
気
め
つ
き
作
業

仕
上
げ

機
械
組
立
仕
上
げ
作
業

機
械
検
査

機
械
検
査
作
業

機
械
保
全

機
械
系
保
全
作
業
、
電
気
系
保
全
作
業

電
子
機
器
組
立
て

電
子
機
器
組
立
て
作
業

建
築
大
工

大
工
工
事
作
業

と
び

と
び
作
業

左
官

左
官
作
業

ブ
ロ
ッ
ク
建
築

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
作
業

化
学
分
析

化
学
分
析
作
業

塗
装

金
属
塗
装
作
業

広
告
美
術
仕
上
げ

広
告
面
粘
着
シ
ー
ト
仕
上
げ
作
業
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舞
台
機
構
調
整

音
響
機
構
調
整
作
業

写
真

肖
像
写
真
作
業

商
品
装
飾
展
示

商
品
装
飾
展
示
作
業

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

フ
ラ
ワ
ー
装
飾
作
業

二

手
数
料
、
実
施
期
日
、
実
施
場
所
等

１

実
技
試
験

手
数
料

（１）
イ

一
級
、
二
級
、
三
級
（
在
校
生
を
除
く

）
及
び
単
一
等
級

。

手

数

料

職

種

名

特
定
高
校
生

そ

の

他

園
芸
装
飾
、
造
園
、
鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
粉
末
冶
金
、

九
、
〇
〇
〇
円

一
七
、
九
〇
〇
円

機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建

築
板
金
、
工
場
板
金
、
め
つ
き
、
仕
上
げ
、
切
削
工
具
研

削
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
機
械
保
全
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電

気
機
器
組
立
て
、
産
業
車
両
整
備
、
建
設
機
械
整
備
、
家

具
製
作
、
建
具
製
作
、
印
刷
、
プ
ラ
ス
チ
ツ
ク
成
形
、
強

、

、

、

、

化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

石
材
施
工

製
麺

建
築
大
工

と
び
、
左
官
、
築
炉
、
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
タ
イ
ル
張
り
、

、

、

、

、

畳
製
作

防
水
施
工

内
装
仕
上
げ
施
工

熱
絶
縁
施
工

サ
ッ
シ
施
工
、
化
学
分
析
、
表
装
、
塗
装
、
塗
料
調
色
、

、

、

、

、

広
告
美
術
仕
上
げ

舞
台
機
構
調
整

写
真

産
業
洗
浄

商
品
装
飾
展
示
、
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

機
械
検
査
、
婦
人
子
供
服
製
造

七
、
五
〇
〇
円

一
四
、
九
〇
〇
円

ロ

三
級
（
在
校
生
に
限
る

）
。
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手

数

料

職

種

名

特
定
高
校
生

そ

の

他

園
芸
装
飾
、
造
園
、
鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、

六
、
〇
〇
〇
円

一
一
、
九
〇
〇
円

工
場
板
金
、
め
つ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
保
全
、
電
子
機
器

組
立
て
、
建
築
大
工
、
と
び
、
左
官
、
ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、

、

、

、

、

化
学
分
析

塗
装

広
告
美
術
仕
上
げ

舞
台
機
構
調
整

写
真
、
商
品
装
飾
展
示
、
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

機
械
検
査

五
、
〇
〇
〇
円

九
、
九
〇
〇
円

ハ

手
数
料
の
免
除
に
つ
い
て

高
等
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
高
等
学
校
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
徒
（
岡
山
県
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
高
等
学
校
に
在
学
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
岡
山
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
生
徒
に
係
る
実
技
試
験
手
数
料
を
免
除
す
る
。

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
世

（イ）
帯
（
保
護
を
停
止
さ
れ
て
い
る
世
帯
を
含
む

）
に
属
す
る
者
で
あ
る
と
き
。

。

当
該
生
徒
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
当
該
生
徒
の
生
計
を
維

（ロ）
持
し
て
い
る
者
（
定
時
制
課
程
に
在
籍
し
て
い
る
生
徒
の
う
ち
勤
労
し
て
い
る
生
徒
に
あ

っ
て
は
、
当
該
生
徒
）
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定

に
よ
り
市
町
村
民
税
を
納
付
し
て
い
な
い
と
き
、
又
は
市
町
村
民
税
の
均
等
割
の
み
を
納

付
し
て
い
る
と
き
。

当
該
生
徒
と
同
一
の
世
帯
に
属
し
、
主
と
し
て
当
該
生
徒
の
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者

（ハ）
が
死
亡
し
、
又
は
精
神
若
し
く
は
身
体
の
障
害
、
災
害
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
生
活
に
困

窮
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
他
に
学
資
を
負
担
す
る
者
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

実
施
期
日

（２）

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
九
月
九
日
（
火
曜
日
）
ま
で
の
間
に
お
い
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て
、
別
途
岡
山
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
三
２
を
除
き
、
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
が
指
定

す
る
日
に
行
う
。

実
施
場
所

（３）

別
途
協
会
か
ら
受
検
者
に
通
知
す
る
。

問
題
の
公
表

（４）

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
八
日
（
水
曜
日
）
に
、
協
会
に
掲
示
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
一
部

の
職
種
に
つ
い
て
は
、
公
表
し
な
い
。

２

学
科
試
験

手
数
料

三
、
一
〇
〇
円

（１）

実
施
期
日

（２）

検
定
職
種
ご
と
に
次
の
と
お
り
行
う
。

イ

一
級
及
び
二
級

職

種

名

実

施

期

日

造
園
、
金
属
熱
処
理
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
産
業

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
四
日
（
日
曜
日
）

、

、

、

、

車
両
整
備

プ
ラ
ス
チ
ツ
ク
成
形

と
び

築
炉

防
水
施
工
、
サ
ッ
シ
施
工
、
化
学
分
析
、
塗
装

粉
末
冶
金
、
機
械
加
工
、
鉄
工
、
め
つ
き
、
ダ
イ

平
成
二
十
六
年
八
月
三
十
一
日
（
日
曜
日
）

カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
建
設
機
械
整
備
、

婦
人
子
供
服
製
造
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
印

刷
、
左
官
、
畳
製
作
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
広
告

美
術
仕
上
げ

写
真

平
成
二
十
六
年
九
月
三
日
（
水
曜
日
）

園
芸
装
飾
、
鋳
造
、
放
電
加
工
、
建
築
板
金
、
工

平
成
二
十
六
年
九
月
七
日
（
日
曜
日
）

場
板
金
、
仕
上
げ
、
切
削
工
具
研
削
、
電
気
機
器

、

、

、

組
立
て

強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

石
材
施
工
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ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
タ
イ
ル
張
り
、
熱
絶
縁
施
工
、

表
装
、
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

ロ

単
一
等
級

職

種

名

実

施

期

日

製
麺
、
産
業
洗
浄

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
四
日
（
日
曜
日
）

塗
料
調
色

平
成
二
十
六
年
九
月
七
日
（
日
曜
日
）

ハ

三
級

職

種

名

実

施

期

日

園
芸
装
飾
、
造
園
、
鋳
造
、
機
械
加
工
、
工
場
板

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
日
（
日
曜
日
）

、

、

、

、

、

金

め
つ
き

仕
上
げ

機
械
検
査

機
械
保
全

電
子
機
器
組
立
て
、
建
築
大
工
、
と
び
、
左
官
、

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
、
化
学
分
析
、
塗
装
、
広
告
美
術

仕
上
げ
、
舞
台
機
構
調
整
、
商
品
装
飾
展
示
、
フ

ラ
ワ
ー
装
飾

金
属
熱
処
理

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
四
日
（
日
曜
日
）

写
真

平
成
二
十
六
年
九
月
三
日
（
水
曜
日
）

実
施
場
所

（３）

別
途
協
会
か
ら
受
検
者
に
通
知
す
る
。

三

受
検
申
請
の
手
続

１

提
出
書
類
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技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う

）
。

（１）

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面

（２）
２

提
出
先

岡
山
県
職
業
能
力
開
発
協
会

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
三
番
一
〇
号
（
〒
七
〇
〇

〇
八
二
四
）

－

３

受
付
期
間

平
成
二
十
六
年
四
月
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
八
日
（
金
曜
日
）
ま
で

４

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意

申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
協
会
で
交
付
す
る
。
な
お
、
郵
便
に
よ
る
送
付
を
希
望

（１）
す
る
者
は
、
封
筒
の
表
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
請
求
」
と
朱
書
し
、
返
信
用
切
手
（
九
十

円
分
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
降
は
九
十
二
円
分
必
要
と
な
る
の
で
、
注
意
す

る
こ
と

）
を
同
封
し
て
協
会
へ
請
求
す
る
こ
と
。

。

申
請
書
を
郵
送
又
は
信
書
便
（
以
下
「
郵
送
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
は
、

（２）
書
留
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
、
封
筒
の
表
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
在
中
」
と
朱
書

す
る
こ
と
。
な
お
、
郵
送
等
に
よ
る
申
請
書
は
、
３
の
受
付
期
間
内
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限

り
受
け
付
け
る
。

特
定
高
校
生
に
係
る
実
技
試
験
手
数
料
の
適
用
又
は
高
等
学
校
の
生
徒
に
係
る
実
技
試
験
手

（３）
数
料
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
申
請
書
を
在
学
中
の
高
等
学
校
を
経
由
し
て
提
出

す
る
こ
と
。

四

手
数
料
の
納
付

手
数
料
は
、
申
請
書
の
提
出
時
に
納
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
を
免
除
さ

れ
る
者
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
ま
た
、
受
検
申
請
を
受
け
付
け
た
後

は
、
申
請
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。

五

合
格
発
表

１

合
格
者
に
つ
い
て
は
、
受
検
番
号
を
２
の
合
格
発
表
日
に
協
会
に
掲
示
し
、
岡
山
県
産
業
労
働

部
労
働
雇
用
政
策
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
4
7
/

）
に

登
載
す
る
と
と
も
に
、
協
会
が
書
面
で
直
接
本
人
に
通
知
す
る
。

２

合
格
発
表
を
行
う
期
日

検

定

職

種

の

等

級

合

格

発

表

日
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三
級
（
金
属
熱
処
理
及
び
写
真
を
除
く

）

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）

。

前
記
以
外
の
も
の

平
成
二
十
六
年
十
月
三
日
（
金
曜
日
）

六

そ
の
他

不
明
な
点
は
、
岡
山
県
産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課
（
電
話
〇
八
六
（
二
二
六
）
七
三
八
七
）

又
は
協
会
（
電
話
〇
八
六
（
二
二
五
）
一
五
四
七
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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〔
一
三
六
〕
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
度
技
能
検
定
試
験
（
随
時
実
施
分
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

実
施
す
る
検
定
職
種

さ
く
井
、
鋳
造
、
鍛
造
、
機
械
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建
築
板
金
、
工
場
板
金
、
め

つ
き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
陽
極
酸
化
処
理
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
機
械
保
全
、
電
子

機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
染
色
、

ニ
ッ
ト
製
品
製
造
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
寝
具
製
作
、
帆
布
製
品
製
造
、
布
は
く
縫

製
、
家
具
製
作
、
建
具
製
作
、
紙
器
・
段
ボ
ー
ル
箱
製
造
、
印
刷
、
製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、

強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施
工
、
パ
ン
製
造
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造
、
水

、

、

、

、

、

、

、

、

産
練
り
製
品
製
造

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

と
び

左
官

タ
イ
ル
張
り

配
管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
熱
絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ

施
工
、
ウ
ェ
ル
ポ
イ
ン
ト
施
工
、
表
装
、
塗
装
、
工
業
包
装

二

実
施
す
る
検
定
職
種
の
等
級
等

三
級
、
基
礎
一
級
及
び
基
礎
二
級
に
つ
い
て
実
施
す
る
。

な
お
、
三
級
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
受
検
し
よ
う
と
す
る
職
種
に
係
る
基
礎
一
級
又
は
基
礎
二
級

の
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
り
受
検
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

手
数
料
、
実
施
期
日
、
実
施
場
所
等

１

実
技
試
験

手
数
料

（１）

職

種

名

手

数

料

さ
く
井
、
鋳
造
、
鍛
造
、
機
械
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
鉄
工
、
建
築
板

一
七
、
九
〇
〇
円

金
、
工
場
板
金
、
め
つ
き
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
陽
極
酸
化
処
理
、
仕
上
げ
、
ダ

イ
カ
ス
ト
、
機
械
保
全
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
プ
リ
ン

ト
配
線
板
製
造
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
染
色
、
ニ
ッ
ト
製
品
製
造
、

紳
士
服
製
造
、
寝
具
制
作
、
帆
布
製
品
製
造
、
布
は
く
縫
製
、
家
具
製
作
、

建
具
製
作
、
紙
器
・
段
ボ
ー
ル
箱
製
造
、
印
刷
、
製
本
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
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形
、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材
施
工
、
パ
ン
製
造
、
ハ
ム
・
ソ
ー
セ

、

、

、

、

ー
ジ
・
ベ
ー
コ
ン
製
造

水
産
練
り
製
品
製
造

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

と
び
、
左
官
、
タ
イ
ル
張
り
、
配
管
、
型
枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ

ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
内
装
仕
上
げ
施
工
、
熱
絶
縁
施
工
、
サ
ッ
シ

施
工
、
ウ
ェ
ル
ポ
イ
ン
ト
施
工
、
表
装
、
塗
装
、
工
業
包
装

機
械
検
査
、
婦
人
子
供
服
製
造

一
四
、
九
〇
〇
円

実
施
期
日

（２）

別
途
岡
山
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
四
２
を
除
き
、
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
が
指
定
す
る

日
に
行
う
。

実
施
場
所

（３）

別
途
協
会
か
ら
受
検
者
に
通
知
す
る
。

問
題
の
公
表

（４）

あ
ら
か
じ
め
協
会
か
ら
受
検
者
宛
送
付
す
る
。

２

学
科
試
験

手
数
料

三
、
一
〇
〇
円

（１）

実
施
期
日

（２）

別
途
協
会
が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

実
施
場
所

（３）

別
途
協
会
か
ら
受
検
者
に
通
知
す
る
。

四

受
検
申
請
の
手
続

１

提
出
書
類

技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う

）
。

（１）

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面

（２）
２

提
出
先

岡
山
県
職
業
能
力
開
発
協
会

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
三
番
一
〇
号
（
〒
七
〇
〇

〇
八
二
四
）

－

３

受
付
期
間

随
時
受
け
付
け
る
。
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４

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意

申
請
書
の
用
紙
は
、
協
会
で
交
付
す
る
。
な
お
、
郵
便
に
よ
る
送
付
を
希
望
す
る
者
は
、
封

（１）
筒
の
表
に
「
技
能
検
定
（
随
時
実
施
分
）
受
検
申
請
書
請
求
」
と
朱
書
し
、
返
信
用
切
手
（
九

十
円
分
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
降
は
九
十
二
円
分
必
要
と
な
る
の
で
、
注
意

す
る
こ
と

）
を
同
封
し
て
協
会
へ
請
求
す
る
こ
と
。

。

申
請
書
を
郵
送
又
は
信
書
便
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
は
、
書
留
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と

（２）
し
、
封
筒
の
表
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
在
中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
。

五

手
数
料
の
納
付

手
数
料
は
、
申
請
書
の
提
出
時
に
納
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
を
免
除
さ

れ
る
者
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
ま
た
、
受
検
申
請
を
受
け
付
け
た
後

は
、
申
請
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。

六

合
格
発
表

協
会
が
書
面
に
よ
り
直
接
本
人
に
通
知
す
る
。

七

そ
の
他

不
明
な
点
は
、
岡
山
県
産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課
（
電
話
〇
八
六
（
二
二
六
）
七
三
八
七
）

又
は
協
会
（
電
話
〇
八
六
（
二
二
五
）
一
五
四
七
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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〔
一
三
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
金
田
前
二
八
〇
八

一
、
二
八
〇
八

九
、
二
八
〇
八

一
二
、
二
八
〇

－
－

－

八

一
三
、
二
八
〇
八

一
四

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
五
一
八

シ
テ
ィ
ハ
イ
ム
早
島
Ｂ
一
〇
六

西
岡

和
将

西
岡

香
奈

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
九
二
号
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〔
一
三
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
下
林
字
法
蓮
一
二
四
二

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
中
庄
二
四
〇
四

二

（
コ
ー
ポ
ハ
ー
ベ
ス
ト
一
〇
三
号
）

－

岡
本

崇
志

倉
敷
市
連
島
町
連
島
一
一
一

古
川

阿
弓

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
二
九
号
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〔
一
三
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
秦
字
古
池
三
九
三

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
三
輪
八
七
九

一

－

河
合

啓
治

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
一
一
号
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岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

◎

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日岡

山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

田

秀

史

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

、

、

。

第
十
六
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し

第
一
号
を
第
二
号
と
し

同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る

一

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
十
一
号
。
第
十
八
条
の
二
第
一

、

「

」

項
第
三
号

第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て

分
限
条
例

と
い
う

）
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
か
ら
復
職
し
た
職
員
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体

。

（

。

の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例

昭
和
六
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
十
号

第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
八
条
の
四
第
二
項
に

お
い
て
「
派
遣
条
例
」
と
い
う

）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た

。

（

。

「

」

。
）

職
員
又
は
地
方
公
務
員
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

以
下

地
公
法

と
い
う

第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
う
ち
、
給
与
条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又

、

、

（

「

」

は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で

当
該
復
職

復
帰
又
は
採
用

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

復
職
等

と
い
う

）
の
直
前
の
住
居
（
当
該
復
職
等
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新
幹
線
鉄

。

道
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居
及
び
人
事

委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
住
居
を
含
む

）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
で

。

そ
の
利
用
が
第
十
二
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も

の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を

常
例
と
す
る
も
の
（
当
該
復
職
等
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す
る
公
署
に
在
勤

す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
場
合
に
は
当
該
復
職

等
前
の
通
勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実
情
の
変

更
を
生
ず
る
職
員
で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
人
事
委
員
会
の
定

め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る

）
。

第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以

下
「
地
公
法
」
と
い
う

」
を
「
地
公
法
」
に

「
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
岡

。
）

、
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山
県
条
例
第
十
一
号
。
第
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
分
限
条
例
」
と
い
う

」
を
「
分
限
条

。
）

例
」
に

「
第
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
育
児
休
業
法
」
を
「
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号

、

及
び
第
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て

育
児
休
業
法

に

第
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て

教

「

」

、「

「

特
法
」
を
「
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
教
特
法
」
に
、

「
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年

岡
山
県
条
例
第
十
号
。
第
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
派
遣
条
例
」
と
い
う

）
第
二
条
第
一
項

。

の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ

」
を
「
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
」
に

「
第
十
八
条
の
四
第

、

、

二
項
に
お
い
て
「
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
」
を
「
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
八
条
の

四
第
二
項
に
お
い
て
「
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
」
に

「
第
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
自
己

、

啓
発
等
休
業
条
例
」
を
「
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
自

己
啓
発
等
休
業
条
例
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
三
第
二
項
中
「
が
同
号
」
を
「

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
事
由

（

に
限
る

）
が
前
項
第
一
号
」
に

「
前
項
の
」
を
「
同
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
長
期
間

。

、

の
研
修
等
の
た
め
に
旅
行
を
す
る
」
を
「
分
限
条
例
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
、
地

公
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
、
育
児
休
業
法
第
二
条
の
規
定
に

よ
り
育
児
休
業
を
し
、
教
特
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
修
学
休
業
を
し
、
派
遣
条

例
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
自

己
啓
発
等
休
業
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
業
を
し
、
研
修
等
の
た
め
に
旅
行
を
し
、
又
は
休
暇
に

よ
り
通
勤
し
な
い
こ
と
と
な
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

◎

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日岡

山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

田

秀

史

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に

「
、
当
該
適
用
」
を
「
当
該
適
用
、
職
員
の

、

分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職

か
ら
復
職
し
た
職
員
又
は
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
六
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰

し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
復
職
又
は
復
帰
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

◎

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日岡

山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

田

秀

史

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
前
各
号
」
を
「
第
二
号
か
ら
前
号

ま
で
」
に

「
な
り
、
こ
れ
」
を
「
な
っ
た
こ
と
又
は
復
職
等
」
に
改
め

「

適
用
」
の
下
に
「
又
は

、

、
「

」

、
「
（

。
）
」

復
職
等

を
加
え

人
事
交
流
等
に
よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
に
限
る

を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

第
二
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
休
職
か
ら
復
職
し
た
こ
と
又
は
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員

の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
十
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

（

「

」

。
）

、

、

る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
こ
と

以
下

復
職
等

と
い
う

に
伴
い

住
居
を
移
転
し

第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と

な
っ
た
職
員
で
、
当
該
復
職
等
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
復
職
等
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通

勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う

ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年３月２５日　岡山県公報　第１１５７０号


